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　本格的な出水期を前に６月２３日、２４日の２日間に渡り、十文字出張所管内の雄物川・皆瀬川・成瀬川に
許可を得て設置されている頭首工や樋管など工作物の点検を行いました。
　この点検は施設管理者と合同で許可工作物を巡回し機能や安全対策に問題が無いか、点検・整備が適切
におこなわれているか、洪水時の情報連絡体制が確立されているかについて確認するものです。
　点検の結果、今回は大きな問題は有りませんでしたが不良箇所や不十分な点があった場合には、施設管
理者に対して早急に改善するよう指示をしています。

 【許可工作物とは】
  かんがい用水・水道用水等河川から取水する
ための施設や、下水処理水等を河川に流す施
設があります。
  これらは河川  管理者の許可を得て堤防に設
置されていることから許可工作物と呼ばれてい
ます。

　６月１４日（土）８時４３分頃、岩手県内陸
南部を震源とする大きな地震が発生しまし
た。十文字出張所管内も揺れの大きい所
で震度５強を記録し直ちに警戒体制には
いりました。
　当日十文字出張所には職員をはじめ各
業者の担当者などが集結し情報収集や情
報提供に努め、さらに巡視をして被災箇所
がないか確認をしました。幸いにも管内に
大きな被害は無かったものの自然の恐ろ
しさを思い知らされた一日でした。みなさん
もいざという時に供えて準備をしておきま
しょう！

河川敷に小屋や車があると

河川敷への小屋などの設置は
                               やめましょう

※橋の構造は、車が通るため橋の上
からの力には強くできていますが、横
や下からの力には弱いのです。

橋が壊れる

川の水が溢れる

橋の下からは川の水があまり流れていない

洪水のときに水に流されて、橋にひっかかる。

橋がせき止められ、上流から溢れ
出した川の水


